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概要
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⚫ 一般社団法人日本専門医機構から厚生労働省に提示された研修プログラム等について令和６年７月４日付けで厚生労働省か

ら協議があったため、シーリング案やプログラムの状況等を確認した上で、本県としての意見を検討するもの

医師法（関係部分抜粋）

第十六条の十 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき

は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

～

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。

⚫ 日本専門医機構から提供された2025年度専攻医シーリング案及び専門研修プログラム等の内容※について、以下の事項を確認

令和６年７月４日厚生労働省医政局医事課長通知

1. 日本専門医機構が提示した2025年度専攻医シーリング案が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっていること。

2. 個別のプログラムの内容については、例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっていること。

① プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に配慮したものであること。

② プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与えないこと。

③ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に配慮された研修プログラムであること。

3. 各診療領域のプログラムに共通する内容については、例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものと

なっていること。

① 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産婦人科及び麻酔科については、都道府県ごとに複数の基幹施設が置かれていること。

② 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること。

※個別の研修プログラム等は昨年度の内容



１．2025年度専攻医募集シーリング案 | 基本的な考え方
令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

資料1

令和６年７月19日
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１．2025年度専攻医募集シーリング案 ｜ 新たな要件
令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会
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１．2025年度専攻医募集シーリング案 ｜ 考え方
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令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

資料1

令和６年７月19日
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内科 0.83 0.87 1,648 1,898 1,957 79 49 45 40 35

小児科 0.80 0.85 238 282 245 7 9 6 10 11

皮膚科 0.87 0.84 119 142 139 5 3 2 5 2

精神科 0.65 0.72 192 265 257 13 6 6 4 9

整形外科 0.84 0.86 316 366 377 16 5 5 5 6

眼科 0.75 0.71 145 205 207 13 5 4 6 6

耳鼻咽喉科 0.84 0.86 125 146 140 6 2 1 3 1

泌尿器科 0.67 0.66 87 133 137 9 6 8 5 4

脳神経外科 0.65 0.70 93 133 138 9 2 1 2 2

放射線科 0.70 0.78 89 114 113 6 3 2 5 3

麻酔科 0.92 0.92 151 164 162 5 6 7 3 7

形成外科 0.87 0.77 46 60 61 3 5 6 4 5

リハビリテー
ション科 0.73 0.83 34 41 41 2 0 0 0 1

１．2025年度専攻医募集シーリング案 ｜ 栃木県の診療科別足下充足率

厚生労働省提供資料からの抜粋



１．2025年度専攻医募集シーリング案 ｜ 本県からの意見案
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2025年度シーリング案に対する本県からの意見（案）

⚫ 本県では、「特別地域連携プログラム」の対象となる診療科（足下医師充足率が0.7以下（小児科について
は0.8以下））は、小児科や精神科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科である。

※ 上記の他、「連携プログラムのうち都道府県限定分」の対象となる足下充足率0.8以下の診療科は、眼科、形成外科、リハビリテーション科。

本県への影響

→ 2024年度採用の専攻医における連携の実績は精神科１名（東京都）。
※  「連携プログラムのうち都道府県限定分」における実績は小児科３名(東京都)、精神科１名(東京都)、形成外科１名(東京都)

→ 内科や外科、産婦人科、麻酔科、救急科など、診療体制維持が困難という意見が多い診療科や県への地
域枠医師の派遣要望の多い診療科においてはシーリングの対象外となっているか、効果が見込まれない。

⚫ 既存のシーリングである通常募集プログラムも含め、医師多数都道府に対して医師多数都道府県以外の都
道府県の医師少数区域等との連携を推奨し、より多くの専攻医が一定期間当該地域での経験を積むことを
促すような方法を検討すべきである。

（地域のために働くという意思や能力に欠ける医師のみが基幹施設から地方に派遣されてくるといったような、
 専門医制度の本来の趣旨から逸脱した運用を避けるためにも、可能な限り多くの専攻医が地方で経験を
 積む制度にすることも重要）

⚫ 現在、シーリング対象外とされている外科や産婦人科、救急科、総合診療科等についても、医師が都市部に
集中する傾向があることから、医師多数都道府県以外の都道府県の意向が反映される連携を促進するなど、
偏在の是正に向けた今後の方向性を早期に検討し、対策を速やかに実施すべきである。
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各項目の確認結果

２．個別プログラムの内容 ｜ 本県からの意見案

確認事項 確認結果※ 基本的な考え方・意見案

① プログラムの連携施設の設定、ローテーション及

び採用人数が都道府県の偏在対策に配慮さ

れたものであること。

ア 連携施設について

⚫ 臨床検査及びリハビリテーション科、耳鼻咽喉科、

泌尿器科、放射線科を除く14領域で、医師少

数区域の医療機関が連携施設に含まれている。

➢ 概ね適正であり、「意見なし」としたい。

イ ローテーションについて

⚫ 日本専門医機構から提供されたローテーションの

うち、研修先が未定（システム登録空欄）と

なっているものがあり、全てのローテーションの確

認はできない。

➢ 全てのプログラムにおいて、研修先を未定（シス

テム登録空欄）とすることなく、具体的な研修

ローテーションを記載するよう各基幹施設に要請

することを求めたい。

ウ 採用人数について

⚫ 専攻医採用実績数は、前年度から減少してい

る。（R5:149→R6:124）

➢ 県が実施している「病院医師現況調査」では専

攻医数は増加しており（R5:439→R6:450)、

医師専門研修部会の数値の推移を注視してい

く。

② プログラムの廃止がある場合は、それによって地

域の医療提供体制に多大な影響を与えないこ

と。

⚫ 廃止されたプログラムなし ➢ 適正であり、「意見なし」としたい。

③ 特定の地域や診療科において従事する医師を

確保する観点から、地域枠等の従事要件に配

慮された研修プログラムであること。

⚫ ①ーイのとおり、研修先が未定（システム登録

空欄）となっているものがあり、本県地域枠制

度の従事要件を満たすプログラムであるか充分

な確認ができない。

➢ ① ー イのとおり。

※日本専門医機構から提供されたデータのみの確認
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３．各診療領域のプログラムに共通する内容 ｜ 本県からの意見案

確認事項 確認結果※ 基本的な考え方・意見案

① 内科、小児科、精神科、外科、整形外科、産

婦人科及び麻酔科については、都道府県ごと

に複数の基幹施設が置かれていること。

⚫ いずれの診療科についても、複数の基幹施設が

置かれている。

内科９、小児科３、精神科３、外科３、

整形外科４、産婦人科２、麻酔科４

➢ 適正であり、「意見なし」としたい。

② 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確

保対策や偏在対策に資するものになっているこ

と。

⚫ 診療科別の定員数は、内科や外科、産婦人科、

麻酔科、救急科等を中心に、ほとんどの診療科

で前年の採用数を上回っている。

➢ 適正であり、「意見なし」としたい。

※日本専門医機構から提供されたデータのみの確認

各項目の確認結果
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